
 

 

 

地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 

第２期中期目標期間の終了時に見込まれる 

業務実績に係る評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年８月 

千葉県旭市 

 

  

資料３ 



目 次 

Ⅰ 中期目標期間見込評価の考え方 1 

（１）評価の基本方針について 1 

（２）評価の方法について 1 

１．項目別評価の方法 1 

２．全体評価の方法 2 

Ⅱ 全体評価 3 

（１）評価結果 3 

（２）判断理由 3 

（３）評価委員会委員からの意見、指摘事項など 3 

Ⅲ 項目別評価（※評価対象項目のみ記載） 4 

大項目評価：「第 2 地域住民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」に関す

る評価 4 

（１）評価結果 4 

（２）判断理由 4 

（３）評価委員会委員からの意見、指摘事項など 5 

大項目評価：「第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項」に関する評価 5 

（１）評価結果 5 

（２）判断理由 5 

（３）評価委員会委員からの意見、指摘事項など 6 

 

Ⅳ 添付資料 

○地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院評価委員会委員名簿  

 ○地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 第２期中期目標期間の終了時に見込まれる業務

実績に係る評価結果集計表 

 ○地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 第２期中期目標期間の終了時に見込まれる業務

実績に係る評価結果 



 

1 

 

Ⅰ 中期目標期間見込評価の考え方 

 旭市長（以下「市長」という。）は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８

号）第２８条第１項及び第３項の規定に基づき、地方独立行政法人総合病院国保旭中央

病院(以下「法人」という。) の第２期中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績につ

いての評価（以下「中期目標期間見込評価」という。)を行った。 

 評価にあたり、法人から提出された報告書をもとに、法人からのヒアリング及び地方

独立行政法人総合病院国保旭中央病院評価委員会（以下「評価委員会」という。）から

の意見書を踏まえて進捗状況を確認し、地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院の業

務実績に関する評価基本方針（平成３０年７月２０日決定）に基づき評価を行った。 

（１）評価の基本方針について 

  市長が実施する法人の評価は、以下の方針に基づき行った。 

① 法人が「すべては患者さんのために」という基本理念を実現するため、提供す

るサービス及びその他の業務の質を向上させるとともに、業務運営の改善及び効率

化を進め、財務内容の改善に資することを目的に評価を行う。 

② 評価を行うに当たり、有識者等の知見を活用するため、評価委員会から意見を

聴取する。 

③ 評価は、法人の中期計画及び年度計画の実施状況を確認・分析し、市長が指示

した中期目標をどの程度達成したかという観点から、総合的に評価を行う。 

④ 業務運営の改善や効率化等の特色ある取組みや、様々な工夫を積極的に評価す

るものとする。 

⑤ 診療報酬改定など止むを得ない環境変化があった場合には、それに配慮して柔

軟に評価を行うものとする。 

⑥ 評価を通じて、市民等に法人の中期目標の達成状況や法人の取組内容等を分か

りやすく示すものとする。 

⑦ 法人を取り巻く環境の変化等を踏まえ、必要に応じて評価の方法を見直すもの

とする。 

（２）評価の方法について 

 中期目標期間見込評価は、当該中期目標に定めた事項ごとに行う「項目別評価」と、

業務実績の全体について行う「全体評価」を併せて行った。 

１．項目別評価の方法 

項目別評価は、①中項目評価、②大項目評価の手順で行った。 
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①中項目評価 

法人による自己評価結果を検証し、中期目標の中項目ごとの達成状況について、次の

基準により評価を行った。 

② 大項目評価 

中項目評価の結果を踏まえ、中期目標の大項目ごとの達成状況について、次の基準により

評価を行った。 

２．全体評価の方法 

項目別評価の結果を踏まえ、中期目標の全体的な達成状況について、次の基準による

評価及び記述式による評価を行った。 

評
価
基
準 

評価 判断基準 

Ｓ 中期目標を大幅に達成し、又は中期目標より大幅に進んでいる 

Ａ 中期目標をやや超えて達成し、又は中期目標よりやや進んでいる 

Ｂ 概ね中期目標どおりに進んでいる 

Ｃ 中期目標をやや下回り、又は中期目標よりやや遅れている 

Ｄ 
中期目標を大きく下回り、若しくは中期目標よりも大幅に遅れ、又は業

務運営に関して重大な改善すべき事項等が認められる。 

 

 

評
価
基
準 

評価 判断基準 

Ｓ 中期目標を大きく上回っている 

Ａ 中期目標を上回っている 

Ｂ 中期目標をほぼ予定どおりに実施している 

Ｃ 中期目標を下回っている 

Ｄ 中期目標を大きく下回っており改善が必要である 

評
価
基
準 

評価 判断基準 

Ｓ 中期目標を大きく上回っている 

Ａ 中期目標を上回っている 

Ｂ 中期目標をほぼ予定どおりに実施している 

Ｃ 中期目標を下回っている 

Ｄ 中期目標を大きく下回っており改善が必要である 
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Ⅱ 全体評価 

（１）評価結果 

  全体評価結果：Ｂ（概ね中期目標どおりに進んでいる） 

（２）判断理由 

   地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院は、地域の中核的な基幹病院として救急

医療、高度急性期医療をはじめとする医療、介護及び福祉の提供、医療に関する研究、

研修等を行うとともに、他の医療機関及び市と連携して、市民をはじめとする地域住

民の健康の維持及び増進に寄与することを目的とし、「すべては患者さんのために」

を基本理念として、１９５３年３月の開院以来の健全経営を維持しながら、がん診療

連携拠点病院、救命救急センター、基幹災害拠点病院など、中核的な基幹病院として

地域住民の健康を支えてきた。 

地方独立行政法人としての強みを最大限に発揮しながら、中期目標に掲げた経営基

盤の更なる向上と市民をはじめとする地域住民の健康の維持及び増進という目的を達

成するため、中期計画に基づいて自律的かつ弾力的な経営を行い、黒字経営を維持し

ている。 

第２期中期目標期間においては、新型コロナウイルス感染症の影響は大きかったも

のの各年度計画の達成状況としては、概ね計画どおりに進んでおり、計画から遅れて

いる項目はなく、中期計画に基づいて順調に事業が実施されていると判断されるため、

「概ね中期目標どおりに進んでいる」と評価した。 

〈大項目結果集計表〉 

大項目の名称 評価結果 

第２ 地域住民に提供するサービスその他の業務

の質の向上に関する事項 

Ｂ（中期目標をほぼ予定どおり

に実施している） 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 
Ｂ（中期目標をほぼ予定どおり

に実施している） 

（３）評価委員会委員からの意見、指摘事項など 

✓ 法人の自己評価結果は妥当なものと認められ、中期目標の達成が見込まれる。 
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Ⅲ 項目別評価（※評価対象項目のみ記載） 

大項目評価：「第 2 地域住民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する事項」に関する評価 

（１）評価結果 

  評価結果：Ｂ（中期目標をほぼ予定どおりに実施している） 

（２）判断理由 

令和２年度から令和４年度までの大項目及び中項目の評価が全てＢであること、ま

た令和５年度中に考慮すべき新たな事態の発生は見込まれず、中期計画の達成がほぼ

確実視されることから、大項目の中期目標期間の見込評価はＢとした。 

 

・中項目の「１．診療機能の充実」について 

令和２年度から令和４年度の各年度の評価は全てＢとなった。 

小項目の特筆すべき取り組み等は、次のとおりであった。 

・「⑶．高度医療の確保と充実」では、内視鏡下手術支援ロボット、経皮的大動

脈弁置換術いずれも目標値を大きく上回る実績であった。 

・「⑺．医療安全対策及び院内感染防止対策の徹底」では、インシデント・アク

シデントの報告件数が目標値を超える実績が継続されており、情報の共有及び

医療安全文化の醸成が促進されている。 

・中項目の「２．患者等のサービスの向上」について 

令和２年度から令和４年度の各年度の評価は全てＢとなった。 

小項目の特筆すべき取り組みとして、本館１階の売店をコンビニエンスストアへ転

換し、さらに隣接する生涯活躍のまち「みらいあさひ」の開設により利便性が向上し

た。また、駐車場のアスファルト化など利便性を高める整備を継続的に実施している。 

・中項目の「３．市の施策推進における役割の発揮」について 

令和２年度から令和４年度の各年度の評価は概ねＢとなった。 

小項目の特筆すべき取り組みとして、生涯活躍のまち「みらいあさひ」の関係者会

議に参加し、街づくりに関する検討を行うとともに、同施設において、病院職員によ

る健康講座などを実施した。 
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〈参考 評価集計表〉 

評価 

結果 
大項目の名称 

年度評価実績 大項目の 

見込評価 

（自己評価） 
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

Ｂ 
第２ 地域住民に提供するサービスその

他の業務の質の向上に関する事項 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

    

評価 

結果 
中項目の名称 

年度評価実績 中項目の 

見込評価 

（自己評価） 
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

Ｂ 1 診療機能の充実 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

Ｂ 2 患者等のサービスの向上 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

Ｂ 3 市の施策推進における役割の発揮 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 

（３）評価委員会委員からの意見、指摘事項など 

✓ 特記事項なし 

 

大項目評価：「第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項」に関する評価 

（１）評価結果 

評価結果：Ｂ（中期目標をほぼ予定どおりに実施している） 

（２）判断理由 

令和２年度から令和４年度までの大項目及び中項目の評価が全てＢであること、ま

た令和５年度中に考慮すべき新たな事態の発生は見込まれず、中期計画の達成がほぼ

確実視されることから、大項目の中期目標期間の見込評価はＢとした。 

・中項目の「１．ガバナンスとコンプライアンス」について 

令和２年度から令和４年度の各年度の評価は全てＢとなった。 

小項目の特筆すべき取り組みは、内部監査室を設置し、毎年各部署に対して内部監

査を実施している。 

・中項目の「２．働き方改革と人材確保」について 

令和２年度から令和４年度の各年度の評価は全てＢとなった。 

小項目の特筆すべき取り組みとして、看護師、看護補助員の確保については、いず

れも目標人数を上回る人員を確保し体制の維持に努めている。 
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・中項目の「３．効率的・効果的な業務運営」について 

令和２年度から令和４年度の各年度の評価は全てＢとなった。 

小項目の特筆すべき取り組みとして、新型コロナウイルス感染症による受診動態の

変化があったにも関わらす、患者数、単価いずれも目標を上回る実績を維持すること

ができた。 

〈参考 評価集計表〉 

評価 

結果 
大項目の名称 

年度評価実績 大項目の 

見込評価 

（自己評価） 
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

Ｂ 第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

 

評価 

結果 
中項目の名称 

年度評価実績 中項目の 

見込評価 

（自己評価） 
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

Ｂ 1 ガバナンスとコンプライアンス Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

Ｂ ２ 働き方改革と人材確保 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

Ｂ ３ 効率的・効果的な業務運営 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

（３）評価委員会委員からの意見、指摘事項など 

特記事項なし 

 


